
遊漁船業法改正に伴い、利用者の安全及び利益に関する情報
( 遊漁船業法 23 条関係 ) を次の通り公表します。

＜運営・発行元＞
株式会社アソビヨンド
千葉県館山市沼 985-10
TEL.0470-22-2803

www.maruhei-asobi.net

【遊漁船】

利用者の安全及び利益に関する情報

更新日 2025 年 11月 23日



遊漁船業者登録票
氏名又は名称

千葉県　第０５１０００７号

令和　４ 年  　８ 月    ８ 日 から

令和　９ 年  　８ 月    ７ 日 まで

〒294-0034
千葉県館山市沼 985-10
（ まるへいサービス総合受付 ℡.0470-22-2803 ）

Oli Oli MARUHEI
ｵﾘ 　 ｵﾘ　　　  ﾏﾙﾍｲ

平塚　健
ヒラツカ　 ケン

鹿山 正志
カヤマ　 マサシ

大多和 裕美
オオタワ　 ヒロミ

大沼 廣哉
オオヌマ  ヒロヤ

令和　７ 年  １１ 月 ２３ 日 から

令和　８ 年  １１ 月 ２２ 日 まで

登録番号

登録の有効期間

営業所の所在地

遊漁船の名称

遊漁船業務
主任者の氏名

損害賠償措置
の保険期間

株式会社アソビヨンド
（アクティビティ事業部 まるへい遊び隊）
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別添

利用者の乗降場所から漁場又は漁場から漁場までの間における特に危険と認められる場
所（該当箇所を記入）

  岩場

浅瀬

河川域

防波堤

定置網

  養殖施設

  その他

自船の位置及び設定した航路の航行並びに避険線に基づいた航行の確認方法

【館 山 周 辺】 ・ 無し
【船 形 周 辺】  ・ 船形平島灯台付近および雀島の岩礁
【富 浦 周 辺】  ・ 大房岬周辺の岩礁 
【洲 崎 周 辺】  ・ 波佐間島付近の岩礁　・ 栄の浦付近の岩礁
【館 山 周 辺】 ・ 沖ノ島付近　・ 汐入川河口付近
【船 形 周 辺】  ・ 平久里川河口付近
【富 浦 周 辺】  ・ 大房岬付近
【洲 崎 周 辺】  ・ 栄の浦漁港付近
【館 山 周 辺】 ・ 汐入川河口付近　・ 平久里川河口付近
【船 形 周 辺】  ・ 無し
【富 浦 周 辺】  ・ 岡本川河口付近
【洲 崎 周 辺】  ・ 無し
【館 山 周 辺】  ・自衛隊堤防 ・西浜堤防 ・築港堤防 ・極洋船舶堤防  ・館山夕日桟橋 ・北条桟橋　
【船 形 周 辺】  ・ 船形漁港堤防　・消波ブロック
【富 浦 周 辺】  ・ 船形漁港堤防　・消波ブロック
【洲 崎 周 辺】  ・ 栄の浦漁港堤防 　・坂田漁港堤防
【館 山 周 辺】  ・ 沖ノ島沖
【船 形 周 辺】  ・ 無し
【富 浦 周 辺】  ・ 大房岬沖・ 南無谷崎沖
【洲 崎 周 辺】  ・ 栄の浦沖・波佐間沖

【館 山 周 辺】  ・ 館山港内の海上イケス
【船 形 周 辺】  ・ 無し
【富 浦 周 辺】  ・ 富浦新港付近の海上イケス
【洲 崎 周 辺】  ・ 無し
【館 山 周 辺】  ・ 無し
【船 形 周 辺】  ・ 無し
【富 浦 周 辺】  ・ 富浦漁協イカダ
【洲 崎 周 辺】  ・ 無し

・魚探GPS（地図機能）での確認
・スマートフォンGPS（地図機能）での確認
・山立てでの確認
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登録番号 氏名又は名称

作成日 ／ ／ 変更日 1: ／ ／ 2: ／ ／ 3: ／ ／

別表８ 気象又は海象等の状況が悪化した場合の対処

気象又は海象等の
状況が悪化した場
合の避難する場所

出航した港等に帰航できない場合は、以下の場所に避難をします。
  案内する漁場の位置     避難する港

上記の他、帰航を判断した場所から最も近く安全に避難できる
場所に避難します。

瀬渡し（磯、筏、防波堤等渡し）の業務を行う場合

磯等と遊漁船との
間の連絡方法※
（該当に○）

（ ）携帯電話 
（ ）衛星電話 
（ ）利用者に渡した発煙筒
（ ）その他（ ）

磯等に遊漁船の旅
客定員を超えて利
用者を渡す業務の
形態の場合にあっ
ては、緊急的に利用
者を収容し帰航さ
せる方法

津波警報、注意報が
発令された場合の
対応

                           
※連絡手段の通信設備については、船舶の種類や航行区域等に応じて国土交通省が定める

要件に適合するもの 。
※気象又は海象等が悪化した場合は、必要な措置をとった上で、速やかに連絡責任者に連

絡する。

 館山沖
 洲崎沖
 富浦沖

館山港 または 船形漁港
館山港 または 栄の浦漁港
館山港 または 富浦新港
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登録番号 氏名又は名称

作成日 ／ ／ 変更日 1: ／ ／ 2: ／ ／ 3: ／ ／

別表 公表する情報（様式例）

損害賠償保険について公表する情報

船名 利用者１人当たりの

填補限度額

利用定員又は

旅客定員

契約期間

業務改善命令について公表する情報

事業者名

命令を受けた日

命令を受けた理由

命令の内容

命令を受けて講じた（講じよう

とする）措置

Oli Oli MARUHEI 50,000,000円 12名 令和7年11月23日～令和8年11月22日
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